
一
大
阪
府
は
現
在
、
運
転
者
の

一認
知
症
な
ど
が
原
因
の
交
通
事

一故
を
防
ぐ
た
め
、
府
内
2
カ
所

一の
運
転
免
許
試
験
場
に
医
療
の

一専
門
家
で
あ
る
保
健
師
を
配
置

一す
る
よ
う
検
討
し
て
い
ま
す
。

一免
許
更
新
に
訪
れ
た
際
、
健
康

一相
談
に
乗
り
、
認
知
症
が
疑
わ

一れ
れ
ば
、
受
診
を
促
す
も
の
で

一す
。

一
来
年
3
月
に
は
道
路
交
通
法

一が
改
正
さ
れ
、
逆
走
や
信
号
無

認
知
症
運
転
者

の
事
故
防
止
へ

更
新
時
に
保
健
師
相
談

視
な
ど
の
違
反
を
し
た
百
歳
以

上
の
高
齢
者
に
、
臨
時
の
認
知

機
能
検
査
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

藤
村
昌
隆
・
大
阪
府
議

す
。し

か
し
、
制
度
変
更
に
関
す

る
周
知
徹
底
は
進
ん
で
い
な
い

の
が
現
状
で
す
。

私
は
叩
月
定
例
会
の
嘗
察
常

任
委
員
会
で
こ
の
問
題
を
取
り

上
げ
、
法
改
正
に
伴
っ
て
、
認

知
症
な
ど
の
病
気
を
心
配
す
る

運
転
者
本
人
や
そ
の
家
族
か
ら

の
相
談
が
大
幅
に
増
え
る
の
で

は
な
い
か
と
指
摘
。

「
臨
時
認

知
機
能
検
査
は
百
歳
以
上
に
限

定
さ
れ
て
い
る
が
、
年
齢
に
か

か
わ
ら
ず
相
談
で
き
る
体
制
が

必
要
だ
」
と
訴
え
、
運
転
免
許

試
験
場
へ
の
看
護
師
や
保
健
師

の
配
置
を
提
案
し
た
も
の
で

す
。
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